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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤチップを具備するＬＥＤ発光部と、
　前記ＬＥＤ発光部を支持する細長状の支持部材と、
　前記ＬＥＤ発光部および前記支持部材を収容し、かつ前記ＬＥＤ発光部からの光を透過
する筒形状の透光カバーと、
　前記支持部材の両端に位置する一対の口金と、を備えるＬＥＤ照明灯であって、
　前記透光カバーを透過した光のうち一部の波長域の光を減衰させ、かつ熱収縮によって
前記透光カバーの少なくとも一部に密着させられたフィルタチューブをさらに備えており
、
　前記透光カバーの両端と前記一対の口金の少なくとも一方との間には、前記透光カバー
の軸方向において隙間が存在し、
　前記口金は、前記透光カバーの径方向における前記支持部材を挟んで前記ＬＥＤ発光部
とは反対側に位置する反出射側突起を有し、
　前記反出射側突起は、前記支持部材が固定された支持部材保持部を有し、
　前記支持部材は、前記ＬＥＤ発光部を支持する天板部、およびこの天板部両端から前記
ＬＥＤ発光部とは反対側に延びる一対の側板部を有しており、
　前記口金の前記反出射側突起の前記支持部材保持部は、前記一対の側板部に固定されて
いることを特徴とする、ＬＥＤ照明灯。
【請求項２】
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　前記一対の口金のそれぞれは、前記透光カバーと軸方向が同じである円筒部を有してお
り、
　前記口金は、前記透光カバーの径方向における前記支持部材に対して前記ＬＥＤ発光部
が配置された側において、前記透光カバーの径方向において前記透光カバーを前記円筒部
とともに挟む出射側突起を有する、請求項１に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項３】
　前記円筒部は、前記出射側突起よりも前記透光カバーの軸方向内方に延出している、請
求項２に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項４】
　前記透光カバーの径方向における前記円筒部と前記出射側突起の距離は、前記透光カバ
ーの厚さよりも大である、請求項２または３に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項５】
　前記出射側突起は、前記透光カバーの軸方向視において円弧形状である、請求項２ない
し４のいずれかに記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項６】
　前記反出射側突起は、前記透光カバーの径方向において前記透光カバーを前記円筒部と
ともに挟む透光カバー保持部を有する、請求項２に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項７】
　前記透光カバーの径方向における前記円筒部と前記透光カバー保持部との距離は、前記
透光カバーの厚さよりも大である、請求項６に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項８】
　前記透光カバー保持部は、前記透光カバーの軸方向視において円弧形状である、請求項
６または７に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項９】
　前記支持部材保持部は、前記一対の側板部のうち前記透光カバーの径方向内側部分に固
定されている、請求項１ないし８のいずれかに記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項１０】
　上記各側板部には、上記天板部の幅方向外方に突出する外方リブが設けられており、
　上記透光カバーには、上記天板部の幅方向内方に突出し、かつ上記外方リブに係合する
内方リブが設けられている、請求項１ないし９のいずれかに記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項１１】
　前記反出射側突起は、前記円筒部よりも前記透光カバーの軸方向内方に延出している、
請求項２ないし８のいずれかに記載のＬＥＤ照明灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明灯およびＬＥＤ照明灯の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　省電力化を目的として、蛍光灯に代わる照明手段としてＬＥＤ発光部を有するＬＥＤ照
明灯が提案されている。図１５は、従来のＬＥＤ照明灯の一例を示している（特許文献１
参照）。同図に示すＬＥＤ照明灯Ｘは、支持部材９１、ＬＥＤ発光部９２、透光カバー９
３および電源部９４を備えている。透光カバー９３は、円筒形状であり、支持部材９１、
複数のＬＥＤ発光部９２および電源部９４を収容している。支持部材９１は、ＬＥＤ発光
部９２を支持ており、ＬＥＤ発光部９２からの放熱を促進する機能を果たしうる。ＬＥＤ
発光部９２は、透光拡散カバー９３の軸方向に沿って支持部材９１上に配列された複数の
ＬＥＤモジュールと、これらのＬＥＤモジュールを支持する基板からなる。電源部９４は
、たとえば商用の１００Ｖ電力をＬＥＤ発光部９２の発光に適した直流電力に変換する。
透光カバー９３は、ＬＥＤ発光部９２からの光を拡散させつつ透過させるものであり、た
とえば透明な樹脂材料に白色などの拡散材が混入された材質からなる。ＬＥＤ照明灯Ｘは
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、一般的な直管形蛍光灯の代替品として用いられる。
【０００３】
　直管形蛍光灯は、住居や職場などの照明に用いられることが一般的であり、いわゆる昼
白色、昼光色などの白色光を発する。さらに、直管形蛍光灯の用途として、いわゆるイエ
ロールームにおける照明がある。イエロールームは、クリーンルーム内で感光性物質を用
いたフォトリソグラフィー工程を行うために、特定の波長域が減衰された光によってたら
されるエリアである。このような用途にＬＥＤ照明灯Ｘを用いるには、特定の波長域の光
を減衰する方策が求められる。また、この方策は、ＬＥＤ照明灯Ｘと直管形蛍光灯との原
理や構造の差異を考慮して施される必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３３５４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、特定の波長域の光を減衰
し、それ以外の波長域の光を適切に出射することが可能なＬＥＤ照明灯を提供することを
その課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一の側面によって提供されるＬＥＤ照明灯は、複数のＬＥＤチップを具備す
るＬＥＤ発光部と、前記ＬＥＤ発光部を支持する細長状の支持部材と、前記ＬＥＤ発光部
および前記支持部材を収容し、かつ前記ＬＥＤ発光部からの光を透過する筒形状の透光カ
バーと、前記支持部材の両端に位置する一対の口金と、を備えるＬＥＤ照明灯であって、
前記透光カバーを透過した光のうち一部の波長域の光を減衰させ、かつ熱収縮によって前
記透光カバーの少なくとも一部に密着させられたフィルタチューブをさらに備えており、
前記透光カバーの両端と前記一対の口金の少なくとも一方との間には、前記透光カバーの
軸方向において隙間が存在することを特徴としている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記一対の口金は、前記支持部材に対して固
定されており、前記透光カバーに対しては相対動可能とされている。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバーの熱膨張率は、前記支持部材
の熱膨張率よりも大である。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバーは、円筒形状である。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバーは、前記ＬＥＤ発光部からの
光を拡散させる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記フィルタチューブが減衰させる波長域は
、３８０ｎｍ～５７０ｎｍである。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記フィルタチューブは、前記透光カバーの
うち前記口金から露出する部分のすべてを覆っている。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記フィルタチューブは、前記透光カバーの
うち前記口金から露出する部分のすべてに密着している。
【００１４】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、前記フィルタチューブは、前記一対の口金の
一部ずつを覆っている。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記口金は、前記軸方向において外方から内
方に向かうほど寸法が小となり、かつ少なくとも一部が前記フィルタチューブに覆われた
テーパ部を有する。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記フィルタチューブは、ポリエステル樹脂
からなる。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記ＬＥＤ発光部は、各々が前記ＬＥＤチッ
プ、このＬＥＤチップを覆う透光樹脂、および実装端子を有する複数のＬＥＤモジュール
を含む。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光樹脂は、前記ＬＥＤチップからの光
によって励起されることにより前記ＬＥＤチップからの光とは異なる波長の光を発する蛍
光材料が混入されている。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記ＬＥＤチップから発せられる波長域の光
は、前記蛍光材料から発せられる波長域の光よりも前記フィルタチューブによる減衰率が
大である。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記ＬＥＤ発光部は、前記複数のＬＥＤモジ
ュールが搭載された基板を有する。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記基板は、前記支持部材に固定されている
。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記基板は、前記透光カバーの前記軸方向に
細長く延びる長矩形状である。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記一対の口金のそれぞれは、前記透光カバ
ーと軸方向が同じである円筒部を有しており、前記透光カバーの両端寄り部分が、前記一
対の口金の前記円筒部に収容されている。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記口金は、前記透光カバーの径方向におけ
る前記支持部材に対して前記ＬＥＤ発光部が配置された側において、前記透光カバーの径
方向において前記透光カバーを前記円筒部とともに挟む出射側突起を有する。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記円筒部は、前記出射側突起よりも前記透
光カバーの軸方向内方に延出している。
【００２６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバーの径方向における前記円筒部
と前記出射側突起の距離は、前記透光カバーの厚さよりも大である。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記出射側突起は、前記透光カバーの軸方向
視において円弧形状である。
【００２８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記口金は、前記透光カバーの径方向におけ
る支持部材を挟んで前記ＬＥＤ発光部とは反対側に位置する反出射側突起を有する。
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【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記反出射側突起は、前記透光カバーの径方
向において前記透光カバーを前記円筒部とともに挟む透光カバー保持部を有する。
【００３０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバーの径方向における前記円筒部
と前記透光カバー保持部との距離は、前記透光カバーの厚さよりも大である。
【００３１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記透光カバー保持部は、前記透光カバーの
軸方向視において円弧形状である。
【００３２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記反出射側突起は、前記支持部材が固定さ
れた支持部材保持部を有する。
【００３３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記支持部材は、前記ＬＥＤ発光部を支持す
る天板部、およびこの天板部両端から前記ＬＥＤ発光部とは反対側に延びる一対の側板部
を有しており、前記口金の前記反出射側突起の前記支持部材保持部は、前記一対の側板部
に固定されている。
【００３４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記支持部材保持部は、前記一対の側板部の
うち前記透光カバーの径方向内側部分に固定されている。
【００３５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記各側板部には、上記天板部の幅方向外方
に突出する外方リブが設けられており、上記透光カバーには、上記天板部の幅方向内方に
突出し、かつ上記放熱部材の上記外方リブに係合する内方リブが設けられている。
【００３６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記反出射側突起は、前記円筒部よりも前記
透光カバーの軸方向内方に延出している。
【００３７】
　本発明の第二の側面によって提供されるＬＥＤ照明灯の製造方法は、複数のＬＥＤチッ
プを具備するＬＥＤ発光部を支持部材に支持させ、かつ前記ＬＥＤ発光部からの光を透過
する筒形状の透光カバーに前記支持部材を収容するとともに、前記透光カバーの軸方向に
おいて前記透光カバーの両端との間に隙間をおくように、前記支持部材の両端に一対の口
金を固定する工程と、前記透光カバーを透過した光のうち一部の波長域の光を減衰させ、
かつ熱収縮性を有するフィルタチューブを、前記透光カバーの少なくとも一部を覆うよう
に前記透光カバーに装填する工程と、前記フィルタチューブを加熱することにより、前記
フィルタチューブを前記透光カバーの少なくとも一部に密着させる工程と、を備えること
を特徴としている。
【００３８】
　このような構成によれば、前記透光カバーと前記口金との間に前記軸方向において隙間
が存在する。前記フィルタチューブが熱収縮によって装着されるため、前記透光カバーが
加熱によって前記軸方向に膨張することが想定される。この膨張が生じても、前記隙間の
存在によって前記透光カバーの端部が前記口金に当接することを回避することができる。
前記透光カバーの前記端部と前記口金とが当接すると、たとえば前記透光カバーが不当に
変形したり破損したりするおそれがある。前記ＬＥＤ照明灯によれば、このようなおそれ
が少なく、前記フィルタチューブを適切に装着することができる。したがって、特定の波
長域の光を減衰し、それ以外の波長域の光を適切に出射することが可能である。
【００３９】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
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【００４０】
【図１】本発明の第一実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示す一部切断側面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図４】図１のＬＥＤ照明灯を示す要部拡大断面図である。
【図５】図１のＬＥＤ照明灯を示す要部拡大断面図である。
【図６】図３のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【図７】図１のＬＥＤ照明灯のＬＥＤモジュールを示す断面図である。
【図８】図１のＬＥＤ照明灯の製造方法を示す要部断面図である。
【図９】図１のＬＥＤ照明灯の製造方法を示す要部断面図である。
【図１０】図１のＬＥＤ照明灯の製造方法を示す要部断面図である。
【図１１】本発明の第二実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示す要部拡大断面図である。
【図１２】図１１のＬＥＤ照明灯を示す要部拡大断面図である。
【図１３】本発明の第三実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示す要部断面図である。
【図１４】図１３のＬＥＤ照明灯の製造方法を示す要部断面図である。
【図１５】従来のＬＥＤ照明灯の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００４２】
　図１～図６は、本発明の第一実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示している。本実施形態
のＬＥＤ照明灯Ａ１は、支持部材１、ＬＥＤ発光部２、透光カバー３、電源部４、一対の
口金５およびフィルタチューブ６を備えている。ＬＥＤ照明灯Ａ１は、一般的な直管形蛍
光灯の代替品として用いられることが意図されており、たとえば、図１に示すように天井
８１に設置された給電部８２に取り付けられて使用される。
【００４３】
　図１は、ＬＥＤ照明灯Ａ１を示す一部切断側面図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線
に沿う断面図である。図３は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う要部断面図である。図４は
、ＬＥＤ照明灯Ａ１を示す要部拡大断面図である。図５は、ＬＥＤ照明灯Ａ１を示す要部
拡大断面図である。図６は、図３のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。なお、図１におい
ては、理解の便宜上、透光カバー３およびフィルタチューブ６の一部を切断している。ま
た、これらの図において、ｚ方向は、鉛直方向を示し、透光カバー３の軸方向をｘ方向と
し、ｚ方向およびｘ方向のいずれとも直角である方向をｙ方向としている。
【００４４】
　支持部材１は、ＬＥＤ発光部２を支持し、かつＬＥＤ発光部２からの熱を放散する役割
を果たすものである。また、支持部材１は、透光カバー３に収容されている。本実施形態
においては、支持部材１は、天板部１１および一対の側板部１２を有する。天板部１１は
、ｘ方向に延びる長矩形状とされ、かつＬＥＤ発光部２が取り付けられている。一対の側
板部１２は、天板部１１の幅方向であるｙ方向両端からＬＥＤ発光部２とは反対側である
ｚ方向上方に延びている。このような構成により、支持部材１は、ｘ方向視略コの字状と
されている。支持部材１は、たとえばＡｌなどの金属からなり、いわゆる押出成形によっ
て形成される。
【００４５】
　各側板部１２には、天板部１１の幅方向外方に突出する外方リブ１３が設けられている
。外方リブ１３は、ｘ方向に長く延びており、本実施形態においては、支持部材１の全長
にわたって形成されている。
【００４６】
　ＬＥＤ発光部２は、ＬＥＤ照明灯Ａ１の光源であり、本実施形態においては、たとえば
昼光色などの白色光を発する。本実施形態のＬＥＤ発光部２は、複数のＬＥＤモジュール
２０および基板２７を備えている。基板２７は、たとえばガラスエポキシ樹脂からなるプ
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リント配線基板であり、ｘ方向に長く延びる長矩形状である。
【００４７】
　複数のＬＥＤモジュール２０は、ｘ方向に沿って１列に配置されており、基板２７に搭
載されている。なお、複数のＬＥＤモジュール２０が複数列に配置された構成であっても
よい。本実施形態においては、複数のＬＥＤモジュール２０の主出射方向は、ｚ方向下方
と一致している。なお、主出射方向とは、ＬＥＤモジュール２０から発せられる光の略中
心方向を指すものである。主出射方向を中心として、ＬＥＤモジュール２０からの光が広
がるように出射される。ただし、主出射方向における輝度が最大である必要はない。
【００４８】
　図７は、ＬＥＤモジュール２０の一例を示している。同図のＬＥＤモジュール２０は、
ＬＥＤチップ２１、一対のリード２２、ケース２３および封止樹脂２４を具備している。
ＬＥＤチップ２１は、たとえばＧａＮ系半導体からなり、たとえば青色光を発する。封止
樹脂２４は、ＬＥＤチップ２１を覆っており、たとえば透明樹脂に蛍光材料が混入された
材質からなる。この蛍光材料は、ＬＥＤチップ２１からの青色光によって励起されること
により黄色光を発する。この蛍光材料の種類および濃度は、ＬＥＤチップ２１からの青色
光とこの蛍光材料からの黄色光とが混色することにより昼白色などの白色を呈するように
調整されている。一対のリード２２は、ＬＥＤチップ２１を支持し、かつＬＥＤチップ２
１への導通経路となるものであり、たとえばＣｕ合金などからなる。ケース２３は、たと
えば白色樹脂からなり、ＬＥＤチップ２１を囲む枠状である。ケース２３の内側面は、Ｌ
ＥＤチップ２１からの光を反射することによりこの光を出射させるリフレクタとして機能
している。
【００４９】
　透光カバー３は、ＬＥＤ発光部２からの光を拡散させつつ透過させるものであり、本実
施形態においては、支持部材１、ＬＥＤ発光部２および電源部４を収容している。透光カ
バー３は、ｘ方向を軸方向とする円筒形状である。透光カバー３は、たとえばポリカーボ
ネート樹脂に乳白色の拡散材が混入された材質からなる。また、本実施形態においては、
透光カバー３の熱膨張率は、支持部材１の熱膨張率よりも大である。なお、透光カバー３
は、ＬＥＤ発光部２からの光を透過するものであればよく、顕著な拡散機能を果たさない
透明な材質からなるものであってもよい。透光カバー３の厚さは、たとえば０．８～２．
０ｍｍである。また、透光カバー３には、一対の内方リブ３２が形成されている。各内方
リブ３２は、ｙ方向において内方に突出しており、支持部材１の外方リブ１３と係合する
。
【００５０】
　電源部４は、たとえば商用の１００Ｖ交流電力を、ＬＥＤ発光部２の複数のＬＥＤモジ
ュール２０を点灯させるのに適した直流電力に変換する機能を果たす。電源部４は、ｘ方
向視コの字状とされた支持部材１に収容されている。電源部４は、電源基板４１および複
数の電子部品４２からなる。電源基板４１は、たとえばガラスエポキシ樹脂からなるプリ
ント配線基板である。複数の電子部品４２は、たとえばコントロールＩＣ、ダイオード、
トランス、コンデンサおよび抵抗器などである。電源部４とＬＥＤ発光部２とは、図示し
ないケーブルなどによって適宜導通している。
【００５１】
　一対の口金５は、支持部材１のｘ方向両端に位置しており、給電部８２に取り付けられ
、かつ給電部８２からの電力を受ける部位である。各口金５は、ケース５１および一対の
ピン５２を備えている。なお、図３～図６においては、一方の口金５を示しているが、本
実施形態においては、一対の口金５は、同様の構成である。
【００５２】
　ケース５１は、例えば樹脂からなり、口金５の外形を規定するものである。ケース５１
は、円筒部５１ａ、出射側突起５１ｃおよび反出射側突起５１ｄを有している。
【００５３】
　円筒部５１ａは、ｘ方向を軸方向とする円筒形状部分である。円筒部５１ａには、透光
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カバー３の端部３１および端部３１周辺部分が収容されている。円筒部５１ａの先端部分
は、テーパ部５１ｂとして構成されている。テーパ部５１ｂは、ｘ方向において外方から
内方に向かうほど直径が小とされた部分である。
【００５４】
　出射側突起５１ｃは、透光カバー３の径方向に相当するｚ方向において、支持部材１に
対してＬＥＤ発光部２が配置された側に設けられている。出射側突起５１ｃは、透光カバ
ー３の径方向（ｚ方向）において透光カバー３を円筒部５１ａとともに挟んでいる。出射
側突起５１ｃは、ｘ方向視において円弧形状である。
【００５５】
　図３に示すように、円筒部５１ａは、出射側突起５１ｃよりも透光カバー３の軸方向で
あるｘ方向内方に延出している。また、図５に示すように、本実施形態においては、透光
カバー３の径方向であるｚ方向における円筒部５１ａと出射側突起５１ｃとの距離は、透
光カバー３の厚さよりも大である。これにより、円筒部５１ａおよび出射側突起５１ｃと
透光カバー３との間には、隙間Ｇｒが存在する。隙間Ｇｒは、円筒部５１ａと透光カバー
３との間および出射側突起５１ｃと透光カバー３との間の一方のみに存在していてもよい
。隙間Ｇｒが存在することにより、口金５と透光カバー３とがｘ方向に相対動可能である
。また、口金５と透光カバー３とが相対動可能であれば、円筒部５１ａおよび出射側突起
５１ｃと透光カバー３とが接していてもよい。
【００５６】
　反出射側突起５１ｄは、透光カバー３の径方向であるｚ方向において、支持部材１を挟
んでＬＥＤ発光部２とは反対側に位置している。図３に示すように、反出射側突起５１ｄ
は、円筒部５１ａよりも透光カバー３の軸方向であるｘ方向内方に延出している。反出射
側突起５１ｄは、透光カバー保持部５１ｅおよび一対の支持部材保持部５１ｆを有してい
る。
【００５７】
　透光カバー保持部５１ｅは、透光カバー３の径方向であるｚ方向において透光カバー３
を円筒部５１ａとともに挟んでいる。図４に示すように、透光カバー３の径方向であるｚ
方向における円筒部５１ａと透光カバー保持部５１ｅとの距離は、透光カバー３の厚さよ
りも大である。これにより、円筒部５１ａおよび透光カバー保持部５１ｅと透光カバー３
との間には、隙間Ｇｒが存在する。隙間Ｇｒは、円筒部５１ａと透光カバー３との間およ
び透光カバー保持部５１ｅと透光カバー３との間の一方のみに存在していてもよい。隙間
Ｇｒが存在することにより、口金５と透光カバー３とがｘ方向に相対動可能である。また
、口金５と透光カバー３とが相対動可能であれば、円筒部５１ａおよび透光カバー保持部
５１ｅと透光カバー３とが接していてもよい。透光カバー保持部５１ｅは、透光カバー３
の軸方向であるｘ方向視において円弧形状である。
【００５８】
　一対の支持部材保持部５１ｆは、支持部材１が固定された部分であり、本実施形態にお
いては、図６に示すように、透光カバー保持部５１ｅの両端からｚ方向下方に延出してい
る。一対の支持部材保持部５１ｆは、一対の側板部１２に各別に固定されている。各支持
部材保持部５１ｆは、各側板部１２のうち透光カバー３の径方向であるｙ方向における内
側部分に固定されている。ケース５１の支持部材保持部５１ｆと支持部材１の側板部１２
との固定は、たとえば接着によってなされている。
【００５９】
　図４および図５に示すように、ｘ方向において透光カバー３の端部３１と口金５のケー
ス５１との間には、隙間Ｇａが存在する。これは、一対の口金５のケース５１のうち透光
カバー３の端部３１とｘ方向において対面する部分どうしの距離が透光カバー３のｘ方向
長さよりも大となるように、一対の口金５が支持部材１に固定されていることによって実
現されている。
【００６０】
　一対のピン５２は、ケース５１に支持されており、ｘ方向外方に突出している。ピン５
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２は、給電部８２に挿入されるとともに、給電部８２と電源部４との間の導通経路の一部
を構成する。
【００６１】
　フィルタチューブ６は、透光カバー３の少なくとも一部を覆っており、透光カバー３の
少なくとも一部に密着するものである。本実施形態においては、フィルタチューブ６は、
透光カバー３のうち一対の口金５から露出した部分のすべてを覆っている。また、フィル
タチューブ６は、透光カバー３のうち一対の口金５から露出した部分のすべてに密着して
いる。このようなフィルタチューブ６は、熱収縮させられることによって透光カバー３に
密着させられている。
【００６２】
　図４および図５に示すように、本実施形態においては、透光カバー３は、口金５のケー
ス５１の円筒部５１ａの一部を覆っている。より具体的には、透光カバー３は、テーパ部
５１ｂのすべてを覆っている。
【００６３】
　透光カバー３は、ＬＥＤ発光部２から発せられ透光カバー３を透過した光のうち一部の
波長域を減衰させる。たとえば、クリーンルーム内で感光性物質を用いたフォトリソグラ
フィー工程を行うためのイエロールームの照明用途においては、紫外線を遮蔽することが
必要とされる。このような用途の場合、透光カバー３は、５７０ｎｍ以下の波長域の光を
顕著に減衰させ、ほとんど遮蔽するものが用いられる。望ましくは、透光カバー３は、５
００ｎｍ以下の波長域の光を顕著に減衰させる。なお、透光カバー３が減衰させる波長域
の下限は、たとえば３７０ｎｍに設定できるが、これは、想定される感光性物質が変態す
る波長域に応じて設定すればよい。透光カバー３は、熱収縮性を有する材質からなり、た
とえばポリエステル樹脂からなる。また、ＬＥＤ照明灯Ａ１はｘ方向に長く延びる直管形
蛍光灯に類似の形状である。このため、透光カバー３は、透光カバー３の径方向（ｙ方向
やｚ方向）に顕著に熱収縮する一方、透光カバー３の軸方向であるｘ方向にはほとんど熱
収縮しない一軸延伸熱収縮性フィルムを用いて形成されることが好ましい。
【００６４】
　次に、ＬＥＤ照明灯Ａ１の製造方法に一例について、図８～図１０を参照しつつ以下に
説明する。
【００６５】
　まず、図８に示すように、ＬＥＤ発光部２を形成し、支持部材１に接合する。そして、
支持部材１およびＬＥＤ発光部２を透光カバー３に挿入する。また、電源部４を支持部材
１と透光カバー３との間に挿入する。なお、電源部４の挿入に先立ち、ＬＥＤ発光部２と
の配線作業をあらかじめ完了させておき、支持部材１およびＬＥＤ発光部２と電源部４と
を一括して透光カバー３に挿入してもよい。あるいは、電源部４を挿入した後に、たとえ
ばコネクタ（図示略）を用いて、ＬＥＤ発光部２と電源部４とを接続してもよい。
【００６６】
　次いで、図９に示すように、口金５を支持部材１に接合する。上述したように、口金５
のケース５１の一対の支持部材保持部５１ｆおよび支持部材１の一対の側板部１２のいず
れかまたは双方に接着剤を塗布しておき、口金５と支持部材１とを接合する。また、この
際、透光カバー３の端部３１寄り部分を、口金５のケース５１の円筒部５１ａに収容させ
る。また、透光カバー３の端部３１を、円筒部５１ａと出射側突起５１ｃとの間、および
円筒部５１ａと反出射側突起５１ｄの透光カバー保持部５１ｅとの間、にそれぞれ挿入す
る。
【００６７】
　次いで、図１０に示すように、透光カバー３に熱収縮させる前のフィルタチューブ６を
装填する。この状態のフィルタチューブ６は、透光カバー３を余裕を持って収容可能なサ
イズを有している。そして、たとえば加熱炉にフィルタチューブ６が装填された支持部材
１、ＬＥＤ発光部２、透光カバー３、電源部４および一対の口金５の一体品を載置する。
そして、前記加熱炉内の温度をたとえば１００℃に保ち、この状態を５分間維持する。こ
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れにより、フィルタチューブ６が熱収縮し、透光カバー３に密着する。これにより、ＬＥ
Ｄ照明灯Ａ１が得られる。
【００６８】
　次に、ＬＥＤ照明灯Ａ１の作用について説明する。
【００６９】
　本実施形態によれば、図４および図５に示すように、透光カバー３の端部３１とケース
５１との間に隙間Ｇａが存在している。フィルタチューブ６が熱収縮によって装着される
ため、透光カバー３が加熱によってｘ方向に膨張することが想定される。この膨張が生じ
ても、隙間Ｇａの存在によって透光カバー３の端部３１が口金５に当接することを回避す
ることができる。透光カバー３の端部３１と口金５とが当接すると、たとえば透光カバー
３が不当に変形したり破損したりするおそれがある。ＬＥＤ照明灯Ａ１によれば、このよ
うなおそれが少なく、フィルタチューブ６を適切に装着することができる。したがって、
ＬＥＤ照明灯Ａ１は、特定の波長域の光を減衰し、それ以外の波長域の光を適切に出射す
ることが可能である。
【００７０】
　一対の口金５は、支持部材１に対して固定されており、透光カバー３に対してｘ方向に
相対動可能とされている。このため、透光カバー３が熱膨張しても上述した通り透光カバ
ー３と一対の口金５とが当接することを回避可能であるとともに、支持部材１によって一
対の口金５の距離を適切に設定することが可能である。一対のケース５１は、たとえば給
電部８２に装填されるものであるため、一対の口金５の距離が適切な大きさに設定される
ことは好ましい。
【００７１】
　透光カバー３の熱膨張率は、支持部材１の熱膨張率よりも大である。このため、フィル
タチューブ６を熱収縮させる際には、支持部材１に対して透光カバー３がより大きく膨張
することが想定される。このような膨張差が生じても、透光カバー３と一対の口金５との
間に隙間Ｇａが設けられていることにより、透光カバー３の変形や破損を回避することが
できる。なお、フィルタチューブ６を熱収縮させる際に上述した加熱炉を用いる場合など
には、炉内において支持部材１よりも外側にある透光カバー３が先行して加熱される。こ
のため、透光カバー３と支持部材１との熱膨張率が等しい場合や、透光カバー３の熱膨張
率が支持部材１の熱膨張率よりも小であっても、支持部材１と透光カバー３との温度差に
よって支持部材１よりも透光カバー３が大きく膨張する事態が想定される。このような場
合であっても、隙間Ｇａの存在により、透光カバー３の変形や破損を回避することができ
る。
【００７２】
　フィルタチューブ６が５７０ｎｍ以下の波長域の光を減衰することにより、ＬＥＤ照明
灯Ａ１をいわゆるイエロールームの照明用途に用いることができる。また、ＬＥＤ発光部
２のＬＥＤモジュール２０には、青色光を発するＬＥＤチップ２１と、黄色光を発する蛍
光材料を含む封止樹脂２４が用いられている。ＬＥＤチップ２１からの光の一部がそのま
まＬＥＤ発光部２から出射されても、フィルタチューブ６によってこの青色光を適切に遮
蔽することができる。
【００７３】
　フィルタチューブ６が透光カバー３のすべてを覆っていることにより、ＬＥＤ照明灯Ａ
１からは、所望の波長域の光のみを出射することができる。フィルタチューブ６が透光カ
バー３に密着していることにより、フィルタチューブ６と透光カバー３との間において、
光が反射されたり拡散されたりすることを抑制することができる。
【００７４】
　ケース５１にテーパ部５１ｂが設けられていることにより、フィルタチューブ６とケー
ス５１との境界において過大な段差が生じることを抑制することが可能であり、フィルタ
チューブ６が不当に歪んでしまうことを防止することができる。
【００７５】
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　円筒部５１ａおよび出射側突起５１ｃと透光カバー３との間に隙間Ｇｒが設けられてい
ることにより、透光カバー３と口金５とをスムーズに相対動させることができる。また、
円筒部５１ａおよび透光カバー保持部５１ｅと透光カバー３との間に隙間Ｇｒが設けられ
ていることにより、透光カバー３と口金５とをスムーズに相対動させることができる。
【００７６】
　出射側突起５１ｃよりも円筒部５１ａがｘ方向内方に延出していることにより、ＬＥＤ
照明灯Ａ１の外観に出射側突起５１ｃが現れることを防止することが可能である。また、
ＬＥＤ発光部２が発光した際には、出射側突起５１ｃの影が発生することを防止すること
ができる。一方、反出射側突起５１ｄが円筒部５１ａよりもｘ方向内方に延出しているこ
とにより、透光カバー３をより確実に保持することができる。反出射側突起５１ｄは、Ｌ
ＥＤ発光部２が光を出射する側とは反対側に設けられているため、ＬＥＤ照明灯Ａ１の外
観に目立つ態様で現れたり、影を発生させたりするおそれがほとんどない。
【００７７】
　口金５の一対の支持部材保持部５１ｆと支持部材１の一対の側板部１２とを接合するこ
とにより、支持部材１と一対の口金５とをより確実に固定することができる。
【００７８】
　支持部材１に外方リブ１３を設け、透光カバー３に内方リブ３２を設けるとともに、こ
れらを係合させることにより、支持部材１と透光カバー３との周方向位置を適切に決定す
ることができる。外方リブ１３および内方リブ３２は、ともにｘ方向に延びているため、
透光カバー３に対して支持部材１をｘ方向にスライドさせるように適切に挿入することが
できる。
【００７９】
　図１１～図１４は、本発明の他の実施形態を示している。なお、これらの図において、
上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
【００８０】
　図１１および図１２は、本発明の第二実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示している。本
実施形態のＬＥＤ照明灯Ａ２は、フィルタチューブ６によって覆われた口金５のケース５
１の領域が上述した実施形態と異なっている。
【００８１】
　本実施形態においては、フィルタチューブ６は、ケース５１のテーパ部５１ｂの先端寄
りの一部を覆っており、テーパ部５１ｂの根本寄り部分を露出させている。ただし、テー
パ部５１ｂの先端は、周方向全周にわたってフィルタチューブ６に覆われている。このた
め、透光カバー３のうち一対の口金５から露出する部分のすべてがフィルタチューブ６に
覆われている点は、上述したＬＥＤ照明灯Ａ１と同様である。
【００８２】
　このような実施形態によっても、フィルタチューブ６を適切に装着することができる。
したがって、ＬＥＤ照明灯Ａ２は、特定の波長域の光を減衰し、それ以外の波長域の光を
適切に出射することが可能である。
【００８３】
　図１３は、本発明の第三実施形態に基づくＬＥＤ照明灯を示している。本実施形態のＡ
３は、フィルタチューブ６によって覆われた口金５のケース５１の領域が上述した実施形
態と異なっている。
【００８４】
　本実施形態においては、フィルタチューブ６は、ケース５１の円筒部５１ａのすべてを
覆っている。さらに、フィルタチューブ６は、ケース５１のうちｘ方向外方を向く面の一
部を覆っている。ただし、フィルタチューブ６は、一対のピン５２を露出させている。
【００８５】
　図１４は、ＬＥＤ照明灯Ａ３の製造方法の一例を示している。同図に示す通り、本実施
形態においては、熱収縮させる前においてフィルタチューブ６のｘ方向長さが、一対の口
金５のケース５１のｘ方向を向く面どうしの距離よりも長い。このようなフィルタチュー
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全体が覆われる形態となる。
【００８６】
　このような実施形態によっても、フィルタチューブ６を適切に装着することができる。
したがって、ＬＥＤ照明灯Ａ３は、特定の波長域の光を減衰し、それ以外の波長域の光を
適切に出射することが可能である。
【００８７】
　本発明に係るＬＥＤ照明灯およびＬＥＤ照明灯の製造方法は、上述した実施形態に限定
されるものではない。本発明に係るＬＥＤ照明灯およびＬＥＤ照明灯の製造方法の具体的
な構成は、種々に設計変更自在である。
【符号の説明】
【００８８】
Ａ１～Ａ３　　　ＬＥＤ照明灯
１　　　支持部材
１１　　　天板部
１２　　　側板部
１３　　　外方リブ
２　　　ＬＥＤ発光部
２０　　　ＬＥＤモジュール
２１　　　ＬＥＤチップ
２２　　　リード
２３　　　ケース
２４　　　封止樹脂
２７　　　基板
３　　　透光カバー
３１　　　端部
３２　　　内方リブ
４　　　電源部
４１　　　電源基板
４２　　　電子部品
５　　　口金
５１　　　ケース
５１ａ　　　円筒部
５１ｂ　　　テーパ部
５１ｃ　　　出射側突起
５１ｄ　　　反出射側突起
５１ｅ　　　透光カバー保持部
５１ｆ　　　支持部材保持部
５２　　　ピン
６　　　フィルタチューブ
８２　　　給電部
８１　　　天井
Ｇａ　　　隙間
Ｇｒ　　　隙間
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